
 

 事 務 連 絡 

                                            令 和 ２ 年 ２ 月 2 8 日 

 

公益社団法人全国保育サービス協会 御中 

   

 

 内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業に関連した 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業におけるベビーシッター派遣事業の取扱いについて 

 

 

子ども・子育て支援施策の推進につきましては、平素から御尽力いただき厚く御礼申し上げま

す。 

今般、新型コロナウイルス感染症対策のため小学校等において臨時休業が行われること等を踏

まえ、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業におけるベビーシッター派遣事業（通常分及び

多胎児分）に係る割引券の使用に関する事業主等の申込手続き等について、下記のとおり取扱う

ことといたしました。 

ついては、内容について御了知の上、適切な周知をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 割引券の使用に関する事業主等の申込手続きについて 

割引券の使用を希望する事業主等は、毎年４月１日から翌年２月 20 日までに実施団体に申

込みを行うこととしているが、令和元年度においては、当該申込期間を延長し、令和２年３月

25日（水）まで申込みを可能とすること。 

 

２ 割引券の発行に関する手続きについて 

実施団体は、承認事業主から割引券の発行申込みがあったときは、手数料の振込みを確認し

た上で割引券を発行することしているところであり、承認事業主の当該手数料の振込期限は毎

年度２月末日としているが、令和元年度においては、当該振込期限を延長し、手数料の振込期

限を令和２年３月31日（火）とすること。 

 

３ 本日以降に発行する令和元年度分の割引券の有効期間について 

  本日以降に発行する令和元年度分の割引券の有効期間は、令和２年２月 29日（土）以降に

事業主等からの申込みが行われた場合であっても、令和２年２月 28日（金）から同年 3月 31

日(火)までとすること。 



 

 

４ 割引券交付前の取扱いについて 

当面の間、割引券の交付前に、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合

においても、割引券の交付後、別添割引券交付前の手続きにより割引額の返還を受けることが

できることとすること。 

なお、令和２年３月までは令和元年度に発行された割引券を使用し、令和２年４月からは令

和２年度に発行された割引券を使用しなければならないため、割引券の混同がないよう、使用

者に対して注意喚起を行うこと。 

  

５ 割引券の返却に関する手続きについて 

承認事業主は、発行した年度中に使用されなかった割引券については、実施団体に返却する

ことが可能であり、当該返却の手続は翌年度４月 15 日までに実施団体に対して行うこととし

ているが、令和元年度中に使用されなかった割引券の返却手続については、当該期限を延長し、

令和２年５月15日（金）までに行うこととすること。 

 

 

 

以上 

 
（照会先） 

内閣府子ども・子育て本部 

    児童手当管理室財政第２係  

03-5253-2111（内線38488、38487） 
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割引券使用承認申込・承認

④割引券の申込

令和元年度、令和２年度ベビーシッター派遣事業 概略図
【令和２年２月28日～当面の間（割引券交付前）の取扱い】

⑤手数料の請求

⑥手数料の振込

⑦割引券の発行

割引券使用承認申込・承認

※サービス利用前に
・使用条件を満たしているか
・事業の利用を予定している企業か

について確認をしてください。

①’利用（請負）契約写し提出

②’割引券申込

⑧割引券の交付

割引券取扱の申請・認定 利用の申込・利用（請負）契約の締結

①サービスの提供依頼

②サービスの提供

⑨割引券の提出

⑪’報告用半券の提出

⑩割引料金の支払い

⑪割引料の請求、割引券の提出

⑫割引料の振込

※利用者が支払った分について、割引料金の支
払いをしてください。

※審査手数料7,000円

③利用料金の支払い

※割引券がまだ発行されていないことから、割引券発
行までの間は、利用料金全額の支払いをしてください。
※領収書を保存してください。

※利用可能なベビーシッター事業者かを確認してくだ
さい。
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